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新潟県歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第47号 

新潟県歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則 

新潟県歯科技工士法施行細則（平成13年新潟県規則第89号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

歯科技工所開設届 

（略） 

（略） 

構
造
設
備
の
概
要

（略） 

歯
科
技
工
室

（略） 

廃棄物等

の処理設

備 

個人情報の適

切な管理のた

めの特段の措

置 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

歯科技工所開設届 

（略） 

（略） 

構
造
設
備
の
概
要

（略） 

歯
科
技
工
室

（略） 

廃棄物等

の処理設

備 

注 １ 業務に従事する者の氏名の欄は、当該者

が開設の場所以外の場所において、電子計

算機を用いた情報処理による、特定人に対

する歯科医療の用に供する補てつ物、充塡

物又は矯正装置の設計及びこれに付随する

業務を行う場合は、当該者の連絡可能な電

話番号及びそれらの業務を行う場所（自宅

以外の場所において主にそれらの業務を行

う場合にあっては、場所及びその住所）を

併記すること。 

  ２ 廃棄物等の処理設備の欄は、廃棄物等の

処理を委託している場合は、その旨を記載

すること。 

  ３ 個人情報の適切な管理のための特段の措

置の欄は、業務に従事する者が開設の場所

以外の場所において、電子計算機を用いた

情報処理による、特定人に対する歯科医療

の用に供する補てつ物、充塡物又は矯正装

置の設計及びこれに付随する業務を行う場

合に記載すること。 

（略） 

注 廃棄物等の処理設備の欄は、廃棄物等の処理

を委託している場合は、その旨を記載すること。 

（略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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告   示 

◎新潟県告示第1082号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、関川村の特定計量器定期検査を次のとおり実施す

る。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 

２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

11月28日（月） 午前10時30分から正午まで 

午後１時から３時まで 

関川村農村文化交流センター

の～む 

関川村全域 

11月29日から令和 

５年３月15日まで。 

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、同月30日及

び令和５年１月３

日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第1083号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

聖籠町 10者 諏訪山苔沼1953番24ほか103筆 1.6ha 

新潟市 ２者 西蒲区真木東62番ほか２筆 0.1ha 

長岡市 １者 竹町四百刈34番丑ほか５筆 0.3ha 

魚沼市 ５者 徳田1635番ほか45筆 2.6ha 

南魚沼市 １者 畔地山沢825番ほか１筆 0.3ha 

津南町 １者 下船渡甲8660番 0.2ha 

上越市 ２者 下稲塚23番ほか7筆 1.1ha 

佐渡市 １者 羽茂村山3120番 0.2ha 

合 計 23者 171筆 6.4ha 

２ 認可年月日 

 令和４年10月28日 

 

◎新潟県告示第1084号 

漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により、第五種共同漁業権遊漁規則の変更を次のとおり

認可した。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 漁業権者の名称及び住所 

 加茂川漁業協同組合（加茂市長谷121） 
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２ 漁業権の免許番号 

 内共第12号 

３ 変更の内容 

  次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という｡)に対応する同表の変更後の欄中下線

が引かれた部分（以下「変更後部分」という｡)が存在する場合には当該変更部分を当該変更後部分に改め、変

更部分に対応する変更後部分が存在しない場合には当該変更部分を削り、変更後部分に対応する変更部分が存

在しない場合には当該変更後部分を加える。 

  次の表の変更前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「変更表」という。）に対応する次の表の変更後の欄の

表中太線で囲まれた部分（以下「変更表」という。）が存在しない場合には当該改正表を削る。 

変    更    後 変    更    前 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

  

（漁業の方法等） （漁業の方法等）  

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁

は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければなら

ない。 

魚種 期間 

あゆ ７月１日から11月30日までの期間

内で組合が定めて公表する期間

内。ただし、10月１日から10月７

日までは禁漁とする。 

いわな、やまめ ３月１日から９月30日 

こい、うぐい、 

ふな、かじか  

１月１日から12月31日（ただし、

かじかは、４月11日から４月20日

までを除く） 

 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁

は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければなら

ない。 

魚種 期間 

あゆ ７月１日から11月30日までの期

間内で組合が定めて公表する期

間内。ただし、10月１日から10

月７日までは禁漁とする。 

いわな、やまめ ３月１日から９月30日 

こい、うぐい、 

ふな、かじか  

１月１日から12月31日 

 

  

第５条～第11条 （略） 第５条～第11条 （略） 

  

（県内共通遊漁の承認に関する事項） 

第12条 この漁場区域内及び表アに掲げるすべての漁

場区域において、表イの左欄の水産動植物を同表中欄

の漁具漁法を使用して遊漁をしようとする者は、第2

条、第7条及び第8条の規定にかかわらず、あらかじめ、

表イ右欄の１年当たりの遊漁料を納付し、当該遊漁に

ついて新潟県内水面漁業協同組合連合会の承認を受け

なければならない。 

（県内共通遊漁の承認に関する事項） 

第12条 この漁場区域内及び表アに掲げるすべての漁

場区域において、表イの左欄の水産動植物を同表中欄

の漁具漁法を使用して遊漁をしようとする者は、第2条

、第7条及び第8条の規定にかかわらず、あらかじめ、

表イ右欄の１年当たりの遊漁料を納付し、当該遊漁に

ついて新潟県内水面漁業協同組合連合会の承認を受け

なければならない。 

２ 県内共通遊漁承認証は、原則として再発行しない

ものとする。 

 

 

表ア 表ア 
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漁場の区域 漁業権番号 漁場の区域 漁 業 権 番

号 

大川 内共第１号 北ノ又川、恋

ノ岐沢 

内 共 第 13

号 

勝木川 内共第２号 鯖石川 内 共 第 15

号 

三面川 内共第３号 鵜川 内 共 第 16

号 

荒川 内共第４号 関川及び保倉

川 

内 共 第 17

号 

胎内川 内共第５号 桑取川 内 共 第 19

号 

加治川 内共第６号 能生川 内 共 第 20

号 

新井郷川分

水路、新井

郷川及び福

島潟 

 

内共第７号 

 

早川 内 共 第 21

号 

海川 内 共 第 22

号 

阿賀野川 内共第８号 姫川 内共第 23

号 

栗ノ木川及

び鳥屋野潟 

内共第９号 

羽茂川 内 共 第 25

号 

 

信濃川、加

茂川、五十

嵐川、刈谷

田川、魚野

川、清津川 

内共第12号 

 

漁場の区域 漁業権番号 漁場の区域 漁 業 権 番

号 

大川 内共第１号 北ノ又川、恋

ノ岐沢 

内 共 第 13

号 

勝木川 内共第２号 鯖石川 内 共 第 15

号 

三面川 内共第３号 鵜川 内 共 第 16

号 

荒川 内共第４号 関川及び保倉

川 

内 共 第 17

号 

胎内川 内共第５号 桑取川 内 共 第 19

号 

加治川 内共第６号 能生川 内 共 第 20

号 

新井郷川分

水路、新井

郷川及び福

島潟 

 

内共第７号 

 

早川 内 共 第 21

号 

海川 内共第 22

号 

阿賀野川 内共第８号 姫川 内共第 23

号 

栗ノ木川及

び鳥屋野潟 

内共第９号 国府川 内共第 24

号 

御手洗潟 内共第 10号 羽茂川 内 共 第 25

号 

佐潟及び上

佐潟 

内共第 11号 

 

信濃川、加

茂川、五十

嵐川、刈谷

田川、魚野

川、清津川 

内共第12号 

 

表イ 表イ 

水産動植物 漁具 

漁法 

遊漁料１ヶ年 

 

適用範囲 

 

いわな、やまめ、

うぐい、かじか、

にじます、こい、

ふな、うなぎ 

竿釣 

 

13,200円（税

込） 

県下一円 

こい、ふな 竿釣  6,050円（税

込） 

県下一円 

 

水産動植物 漁具 

漁法 

遊漁料１ヶ年 

 

適用範囲 

いわな、やまめ、

うぐい、かじか、

にじます、こい、

ふな、うなぎ 

竿釣 

 

12,000 円（税

抜） 

県下一円 

こい、ふな 竿釣  5,500 円（税

抜） 

県下一円 

 

  

３ 前項の遊漁料の納付及び遊漁承認証の交付は、表

ウの場所において行うものとする。 
２ 前項の遊漁料の納付及び遊漁承認証の交付は、表

ウの場所において行うものとする。 

表ウ 表ウ 

組合名 住所 組合名 住所 
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新潟県内水面漁業協同組

合連合会 

大川漁業協同組合 

三面川鮭産漁業協同組合 

荒川漁業協同組合 

胎内川漁業協同組合 

加治川漁業協同組合 

 

福島潟・新井郷川漁業協

同組合 

松浜内水面漁業協同組合 

 

新潟市大形地区漁業協同

組合 

 

 

阿賀野川漁業協同組合 

 

東蒲原郡漁業協同組合 

 

鳥屋野潟漁業協同組合 

 

信濃川漁業協同組合 

 

加茂川漁業協同組合 

五十嵐川漁業協同組合 

刈谷田川漁業協同組合 

魚沼漁業協同組合 

中魚沼漁業協同組合 

柏崎刈羽内水面漁業協同

組合 

関川水系漁業協同組合 

 

桑取川漁業協同組合 

能生内水面漁業協同組合 

糸魚川内水面漁業協同組

合 

 

羽茂川内水面漁業協同組

合 

新潟市中央区南万代町13

番３号 

村上市温出472-28  

村上市若葉町15－１ 

村上市荒島144－24 

胎内市下赤谷245－１ 

新発田市住田510 新発

田市役所加治川支所内 

新潟市北区前新田304 

 

新潟市北区松浜７丁目

3641番地 

新潟市中央区西堀通４番

町259-58 

 

 

東蒲原郡阿賀町石間3881

－４ 

東蒲原郡阿賀町津川2105

番地６ 

新潟市中央区清五郎417 

 

新潟市江南区平賀字酒座

川原967 

加茂市長谷121 

三条市高岡651 

長岡市滝の下町４－35 

魚沼市佐梨1105－16 

十日町市干溝壬1508 

柏崎市石曽根798－２ 

 

妙高市美守２－１－38 １

Ｆ 

上越市有間川667 

糸魚川市大字能生801 

糸魚川市大字須沢中脇

2426 

 

佐渡市羽茂本郷659 

その他；新潟県内水面漁業協同組合連合会及び上記

漁業協同組合の指定する釣具店、オンラインシステ

ム等 
 

新潟県内水面漁業協同組

合連合会 

大川漁業協同組合 

三面川鮭産漁業協同組合 

荒川漁業協同組合 

胎内川漁業協同組合 

加治川漁業協同組合 

 

福島潟・新井郷川漁業協

同組合 

松浜内水面漁業協同組合 

 

新潟市大形地区漁業協同

組合 

濁川漁業協同組合 

 

阿賀野川漁業協同組合 

 

東蒲原郡漁業協同組合 

 

鳥屋野潟漁業協同組合 

赤塚漁業協同組合 

信濃川漁業協同組合 

 

加茂川漁業協同組合 

五十嵐川漁業協同組合 

刈谷田川漁業協同組合 

魚沼漁業協同組合 

中魚沼漁業協同組合 

柏崎刈羽内水面漁業協同

組合 

関川水系漁業協同組合 

 

桑取川漁業協同組合 

能生内水面漁業協同組合 

糸魚川内水面漁業協同組

合 

国府川漁業協同組合 

羽茂川内水面漁業協同組

合 

新潟市中央区南万代町 13

番３号 

村上市温出 472-28  

村上市若葉町 15－１ 

村上市荒島 144－24 

胎内市塩沢 543 番地 205 

新発田市中央町４丁目 10

番４号 

新潟市北区柳原１-４-24 

 

新潟市北区松浜７丁目

3641 番地 

新潟市東区津島屋３丁目

48 

新潟市北区松浜新町 21－

21 

東蒲原郡阿賀町石間 3881

－４ 

東蒲原郡阿賀町両郷乙

555 

新潟市中央区長潟 949 

新潟市西区赤塚 4716-４ 

新潟市江南区平賀字酒座

川原 967 

加茂市赤谷１－８ 

三条市高岡 651 

長岡市滝の下町４－35 

魚沼市佐梨 1105－16 

十日町市干溝壬 1508 

柏崎市番神１－７－40 

 

上越市子安新田４－67 

 

上越市有間川 661 

糸魚川市大字能生 3133 

糸魚川市大字須沢 2426 

 

佐渡市飯持 40 

佐渡市羽茂本郷 659 

その他；新潟県内水面漁業協同組合連合会及び上記

漁業協同組合の指定する釣具店等 
 

 

４ 前項の遊漁承認証の様式は別記様式第３号のとお

りとする。 

 

３ 前項の遊漁承認証の様式は別記様式第３号のとお

りとする。 
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別記様式第１号～別記様式第２号 （略） 別記様式第１号～別記様式第２号 （略） 

別記様式第３号  別記様式第３号 

表 表 

 年度 遊 漁 承 認 証 

  顔 

  写 

  真 

（3.0× 

2.5）cm 

     承認番号 

遊 

漁 

者 

住所  

氏名  

生年月日 大・昭・平  

年  月  日 

         

承認期間 自   ～ 至  

             

遊漁料 魚種 いわな・やまめ・うぐい・にじます

・かじか・うなぎ・こい・ふな 

    漁具漁法 竿 釣 

    遊漁区域 県下一円 

（但し裏面記載の区域を除く） 

発 行 者 新潟市中央区南万代町13－３ 

     新潟県内水面漁業協同組合連合会 ㊞ 

    （025）241－5795 FAX（025）241－8761 
 

平成  年度 遊 漁 承 認 証 

  顔 

  写 

  真 

（ 3.0 ×

2.5）cm 

     承認番号 

遊 

漁 

者 

住所  

氏名  

生年月日 大・昭・平   

年  月  日 

         

承認期間 自 H  ～至 H 

             

遊漁料 魚種 いわな・やまめ・うぐい・にじます 

12,000 円   ・かじか・うなぎ・こい・ふな 

（税抜）漁具漁法 竿 釣         

    遊漁区域 県下一円 

（但し裏面記載の区域を除く） 

発 行 者 新潟市中央区南万代町 13－３ 

     新潟県内水面漁業協同組合連合会 ㊞ 

    （025）241－5795 FAX（025）241－8761 
 

（用紙：緑色） （用紙：緑色） 

裏 裏 

 

注 意 時 項 

 

１ 遊漁者は、遊漁をする時は、本証を携帯しなけ

ればなりません。 

２ 本証を他人に、譲渡または、貸与してはなりま

せん。 

３ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、

本証を提示して下さい。 

４ 除外される区域及び魚種は次のとおりです。 

（１） 本証でアユ、サクラマス、及びモクズガニ

を釣ることはできません。 

（２） 関川（内共第 18 号妙高市兼俣橋上流端から

上流氷沢川まで）及び只見川（内共第 14 号

奥只見ダム及び大鳥ダム）で遊漁はできま

せん。 

５ 遊漁上の制限、禁止事項については「遊漁のし

おり」をご覧下さい。 

６ 本証は原則として再発行しません。 
 

 

注 意 事 項 

 

１ 遊漁者は、遊漁をする時は、本証を携帯しなけ

ればなりません。 

２ 本証を他人に、譲渡または、貸与してはなりま

せん。 

３ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、

本証を提示して下さい。 

４ 除外される区域及び魚種は次のとおりです。 

（１） 本証でアユ、サクラマス、及びモクズガニ

を釣ることはできません。 

（２） 関川（内共第 18 号妙高市兼俣橋上流端から

上流氷沢川まで）及び只見川（内共第 14 号

奥只見ダム及び大鳥ダム）で遊漁はできま

せん。 

５ 遊漁上の制限、禁止事項については「遊漁のし

おり」をご覧下さい。 

 
 

（用紙：緑色） （用紙：緑色） 

  

表 表 
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４ 変更後の遊漁規則の施行の日 

 新潟県知事の認可の日以降で漁協が定める日 

 

  年度 遊 漁 承 認 証 

  顔 

  写 

  真 

（3.0× 

2.5）cm 

     承認番号 

遊 

漁 

者 

住所  

氏名  

生年月日 大・昭・平   

年  月  日 

         

承認期間  自   ～至  

             

遊漁料  魚種 こい・ふな    

     漁具漁法 竿 釣 

     遊漁区域 県下一円 

（但し裏面記載の区域を除く） 

   発 行 者 新潟市中央区南万代町13－３ 

この券はこい・ふなに限ります。 

新潟県内水面漁業協同組合連合会 ㊞ 

    （025）241－5795 FAX（025）241－8761 
 

平成  年度 遊 漁 承 認 証 

  顔 

  写 

  真 

（3.0×

2.5）cm 

     承認番号 

遊 

漁 

者 

住所  

氏名  

生年月日 大・昭・平  

年  月  日 

         

承認期間  自 H  ～至 H    

             

遊漁料  魚種 こい・ふな         

5,500 円  漁具漁法 竿 釣 

（税抜） 遊漁区域 県下一円 

（但し裏面記載の区域を除く） 

発 行 者 新潟市中央区南万代町 13－３ 

この券はこい・ふなに限ります。 

新潟県内水面漁業協同組合連合会 ㊞ 

   （025）241－5795 FAX（025）241－8761 
 

（用紙：黄色） （用紙：黄色） 

裏 裏 

 

注 意 事 項 

 

１ 遊漁者は、遊漁をする時は、本証を携帯しなけ

ればなりません。 

２ 本証を他人に、譲渡または、貸与してはなりま

せん。 

３ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、

本証を提示して下さい。 

４ 除外される区域及び魚種は次のとおりです。 

（１）本証でアユ、サクラマス、ニジマス、イワナ、

ヤマメ、ウナギ、ウグイ、カジカ及びモクズ

ガニを釣ることはできません。 

（２） 関川（内共第 18 号妙高市兼俣橋上流端から

上流氷沢川まで）及び只見川（内共第 14 号

奥只見ダム及び大鳥ダム）で遊漁はできませ

ん。 

５ 遊漁上の制限、禁止事項については「遊漁のし

おり」をご覧下さい。 

６ 本証は原則として再発行しません。 
 

 

注 意 事 項 

 

１ 遊漁者は、遊漁をする時は、本証を携帯しなけ

ればなりません。 

２ 本証を他人に、譲渡または、貸与してはなりま

せん。 

３ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、

本証を提示して下さい。 

４ 除外される区域及び魚種は次のとおりです。 

（１）本証でアユ、サクラマス、ニジマス、イワナ、

ヤマメ、ウナギ、ウグイ、カジカ及びモクズ

ガニを釣ることはできません。 

（２） 関川（内共第 18 号妙高市兼俣橋上流端から

上流氷沢川まで）及び只見川（内共第 14 号

奥只見ダム及び大鳥ダム）で遊漁はできませ

ん。 

５ 遊漁上の制限、禁止事項については「遊漁のし

おり」をご覧下さい。 

 
 

（用紙：黄色） （用紙：黄色） 

附則 この規則は2022年11月1日から施行する。(行政

庁認可日  年  月  日) 
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◎新潟県告示第1085号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県上越地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（ほ場整備 県営経営体育成基盤整備事業 広島地区 確定測量） 

２ 作業期間 令和４年10月17日から令和５年１月10日まで 

３ 作業地域 新潟県妙高市大字広島地内ほか 

 

◎新潟県告示第1086号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県佐渡地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営中山間地域総合整備事業・離島大小地区（大立換地区）確定測量） 

２ 作業期間 令和４年９月14日から令和５年３月15日まで 

３ 作業地域 新潟県佐渡市大倉谷地内ほか 

 

◎新潟県告示第1087号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県佐渡地域振興

局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（県営経営体育成基盤整備事業・離島開田六区地区（全換地区）確定測量） 

２ 作業期間 令和４年９月14日から令和５年３月15日まで 

３ 作業地域 新潟県佐渡市水渡田地内ほか 

 

◎新潟県告示第1088号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定によ

り公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ測量） 

２ 作業期間 令和４年９月８日から令和５年６月30日まで 

３ 作業地域 新潟県岩船郡関川村、村上市、胎内市、新発田市、東蒲原郡阿賀町内 

 

◎新潟県告示第1089号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局湯沢砂防事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（三次元点群測量 ＵＡＶレーザ測量） 

２ 作業期間 令和４年10月17日から令和５年３月３日まで 

３ 作業地域 新潟県長岡市山古志竹沢地区、十日町市中里下山地区、中魚沼郡津南町中深見地区 

 

◎新潟県告示第1090号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、糸魚川市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 
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令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空写真撮影及びデジタルオルソ作成） 

２ 作業期間 令和４年10月５日から令和５年１月31日まで 

３ 作業地域 新潟県糸魚川市内 

 

◎新潟県告示第1091号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局羽越河川国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定によ

り公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ計測） 

２ 作業期間 令和４年９月26日から令和５年２月28日まで 

３ 作業地域 新潟県岩船郡関川村内（大石ダム） 

 

◎新潟県告示第1092号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、新潟県新発田地域振

興局長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（経営体育成基盤整備事業堀耕東地区確定測量） 

２ 作業期間 令和４年８月５日から令和５年１月10日まで 

３ 作業地域 新潟県阿賀野市庄ヶ宮地内ほか 

 

◎新潟県告示第1093号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、南魚沼市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（地盤変動調査二級水準測量） 

２ 作業期間 令和４年10月３日から令和４年12月28日まで 

３ 作業地域 新潟県南魚沼市内 

 

◎新潟県告示第1094号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局信濃川下流河川事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定に

より公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 令和４年５月２日から令和４年８月31日まで 

３  作業地域  新潟県新潟市中央区西船見町地先～新潟市中央区関屋地先 

 

◎新潟県告示第1095号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局高田河川国道事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定によ

り公示する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（航空レーザ測深） 
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２ 作業期間 令和４年４月27日から令和４年８月31日まで 

３ 作業地域 新潟県上越市海域 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

令和４年10月18日新潟県議会において議決された令和４年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算、企

業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務公募型プロポーザルの実施について（公告） 

済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務に係る受託者を特定するため、公募型プロポーザルを

実施することとし、次のとおり希望する者の参加を招請する。 

令和４年10月28日 

新潟県基幹病院事業 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 業務の概要 

  済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務（以下「本件業務」という｡) 

２ プロポーザルの内容 

  済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」とい

う｡)の実施内容等については、済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務公募型プロポーザル実

施要領（以下「プロポーザル実施要領」という｡)に定めるところによる。 

３ プロポーザルの仕様書を交付する期間及び場所並びに本プロポーザルに関する質問等の問い合わせ等 

(1) 交付期間 

   令和４年10月28日（金）から令和４年11月11日（金）まで（新潟県の休日を定める条例（平成元年新潟県

条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く｡)の各日の午前８時30分から午後５時15分まで 

(2) 交付方法 

   プロポーザル実施要領に定めるところにより、(3)の連絡先に電子メールで仕様書の交付を受け付け、県か

ら交付申請者に対しダウンロードリンクを電子メールで送信する方法による。 

(3) 連絡先 

   新潟県福祉保健部地域医療政策課 

郵便番号950-8570 新潟県中央区新光町４番地１（行政庁舎12階） 

電話番号025-280-5632 

電子メールngt-chiikiiryo@pref.niigata.lg.jp 

(4) 質問書の提出 プロポーザル実施要領による。 

４ 本プロポーザルに参加する者に求める資格 

  本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている者でなければならない。  

  なお、本プロポーザルに係る参加資格要件の確認結果については、参加資格要件確認書類を提出した者に対

して、令和４年11月16日（水）までに書面で通知する。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 令和４年10月28日（金）以降に民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定による再生手続

きの申立てをした者又は同条第２項の規定に基づく再生手続開始の申立てをされた者 

  イ 令和４年10月28日（金）以降に会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規定による更生手続

開始の申立てをした者又は同条第２項の規定に基づく更生手続開始の申立てをされた者 

(3) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第２条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(4) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、県税の未納がないこと。 

(5) 新潟県内において一般病床数400床以上の病院の電子カルテを核とした医療情報システムの開発業務を履行

した実績を２病院以上有すること。 

(6) プロポーザル実施要領に定める要件を満たす者であること。 

５ 参加資格要件の確認に必要な書類の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次に定めるところにより書類を提出し、参加を表明すること。 

(1) 提出書類 

   プロポーザル実施要領による。 

(2) 提出期限 

   令和４年11月14日（月）正午まで 

(3) 提出場所 上記３(3)に定める連絡先に同じ。 

(4) 提出方法 郵送による。配達証明付きの書留郵便（封筒の表に「済生会新潟県央基幹病院医療情報システ

ム設計構築業務参加資格要件確認書類在中」と朱書きしたものに限る｡)とし、(2)に定める提出期限までに到
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着するよう郵送すること。 

６ 提案書等の提出 

提案書等の提出は、参加資格要件の確認を受けた者のみ提出することができる。 

(1) 提出書類 

   プロポーザル実施要領による。 

(2) 提出期限 

   令和４年12月９日（金）正午まで 

(3) 提出場所 上記３(3)に定める連絡先に同じ。 

(4) 提出方法 持参又は郵送による。ただし、郵送により提出する場合は、配達証明付きの書留郵便（封筒の

表に「済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務提案書等在中」と朱書きしたものに限る｡)と

し、(2)に定める提出期限までに到着するよう郵送すること。 

７ 審査等 

(1) 提出された書類は、済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務事業者選定委員会（以下「事

業者選定委員会」という｡)が審査を行う。 

(2) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 参加資格要件を満たさない者 

  イ 提案書類に虚偽を記載して提出した者 

  ウ 提案書等を提出期限までに提出しなかった者 

  エ 提案のプレゼンテーションを行う義務があったが行わなかった者 

  オ 事業者選定委員会の委員又は事務局の職員に対して、直接的又は間接的に本プロポーザルに関し援助を

求めた者又は不正な接触を行った者 

(3) 提出された提案書等が、次のいずれかに該当する場合は失格とすることがある。 

  ア 本プロポーザルの実施に係る公告及びプロポーザル実施要領に適合しない書類を作成し、提出した者 

  イ 提案すべき事項の全部若しくは一部を提案しなかった者 

(4) プレゼンテーションの実施 

   提案書（自由様式）について、プレゼンテーションを実施する。ただし、事業者選定委員会が、本プロポ

ーザルに参加を表明した者が多数であると認める場合は、提出された書類により第一次審査を行い、あらか

じめプレゼンテーションを求める者を選定した上で行う。なお、第一次審査を行った場合は、参加を表明し

た全ての者に対してその結果を書面で通知する。 

(5) 審査及び結果の通知 

   事業者選定委員会が、提出された提案書等、プレゼンテーションの結果を審査し、最も優れた提案を行っ

た者（以下「最優秀提案者」という｡)と次点の者を特定する。 

   審査結果は、プロポーザルに参加した全ての者に書面で通知する。 

   なお、審査における評価基準については､｢済生会新潟県央基幹病院医療情報システム設計構築業務プロポ

ーザル評価基準」を参照のこと。 

８ 契約の締結 

(1) 契約の締結の交渉 

  ア 審査結果に基づき、最優秀提案者と本件業務について契約締結の交渉を行う。 

イ 最優秀提案者との交渉の結果、契約締結の合意に至らなかった場合又は最優秀提案者が、上記４の各号

のいずれかを満たさなくなった場合は、次点の者と契約交渉を行う。 

ウ 契約締結の交渉にあたっては、必要な書類の追加提出を求めることがある。 

(2) 履行期限 

   契約締結の日から令和６年３月29日（金）まで 

(3) 契約書の作成 要 

９ その他 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 提出する書類の作成及び提出に要する費用は、提案を行う者の負担とする。 

(3) 提出された書類は、プロポーザルに係る審査に使用する場合を除き、プロポーザルに参加した者に無断で

使用しない。 

(4) 提出された書類の審査を行う際は、必要な範囲においてプロポーザルに参加した者に通知することなく複

製を作成することがある。 
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(5) 提出された書類は、返還しない。 

(6) 参加資格要件確認書類、提案書類等の受理後の差し替え及び追加・削除は原則として認めない。 

(7) 本業務の実施にあたり、提案書類に記載された総括責任者、主任担当者は、特別な理由があると認められ

た場合を除き変更することができない。 

(8) 総括責任者、主任担当者は特別な理由があると認められた場合を除き、本業務の開始日から本業務に従事

すること。 

10 Summary 

(1) Subject matter of proposal 

Hospital Information System for Saiseikai Niigata Kenoh Kikan Hospital [1]set 

(2) Deadline for Application 

12:00P.M. November 14 ， 2022 

(3) Deadline for Proposal Submission 

12:00P.M. December 7 ， 2022 

(4) For more information, please contact the following division in Japanese: 

Regional Health Policy Division 

Department of Health and Social Welfare 

Niigata Prefectural Government 

４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

950－8570 

JAPAN 

TEL: 025－280－5632 

E-mail：ngt-chiikiiryo@pref.niigata.lg.jp 

 

指定管理者の募集について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項及び新潟ふるさと村アピール館条例（平成３年新潟県条

例第41号）第６条の規定により、次のとおり指定管理者を募集する。 

令和４年10月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 募集する事項 

(1) 対象施設及び対象業務 

 ア 対象施設 新潟ふるさと村アピール館 

 イ 対象業務 

  (ｱ) 条例第２条各号に掲げる新潟ふるさと村アピール館の事業の実施に関する業務 

  (ｲ) 新潟ふるさと村アピール館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(2) 指定の期間 

 令和５年４月１日から令和12年３月31日まで 

２ 申請資格 

 申請者は、法人その他の団体（以下「法人等」という｡)又は法人等が構成するグループとし、個人での申請 

は受け付けない。単独で申請した法人等は、グループの構成員になることはできない。また、複数のグループ 

の構成員に同時になることはできない。 

 申請者（グループの構成員を含む｡)は以下の要件を全て満たす必要がある。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

(2) 新潟県から指名停止措置を受けていないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号)､民事再生法（平成11年法律第225号）等により、更正又は再生手続き

を開始している者でないこと。 

(4) 法人税、消費税、地方消費税及び県税の滞納がないこと。 

(5) 経営状況が健全であること。 

(6) 新潟県に主たる事務所（本社、本店）を置く又は置こうとする者であること。 

(7) 指定管理者になろうとする法人等（グループの構成員を含む｡)及びその役員が、次のいずれにも該当しな

いこと。 

 ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という｡) 
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第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡) 

イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡)

ウ 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者

をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう｡)が暴力

団員である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

エ 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維

持運営に協力し、又は関与している者

(8) 法人等の役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。

ア 破産者で復権を得ない者

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

３ 募集に関する必要な事項を示す場所等 

(1) 申請書の提出場所、募集条件を示す場所、募集要項の交付場所及び問い合わせ先

郵便番号 950－8570

新潟県新潟市中央区新光町４番地１

新潟県観光文化スポーツ部観光企画課企画調整グループ

電話 025－280－5125

(2) 募集要項の交付方法

新潟県観光文化スポーツ部観光企画課で交付するほか、新潟県観光文化スポーツ部観光企画課ホームペー

ジからも入手可能である。 

(3) 募集期間

令和４年10月28日（金）～令和４年11月30日（水）

(4) 申請書類の提出期限

令和４年11月30日（水）まで

４ その他 

(1) 失格 申請書等に虚偽の記載があった場合、本件募集要項において示した条件に反している場合及び審査

の公平性に影響を与える行為があった場合は失格とする場合がある。

(2) 指定管理者候補の選定 選定基準に基づく指定管理者審査委員会の審査を踏まえ、指定管理者候補を選定

する。

(3) 指定管理者の指定 指定管理者は県議会の議決を経て指定する。

(4) その他 詳細は募集要項による。

病院局告示 

◎新潟県病院局告示第７号

新潟県の設置する病院の診療科目の指定（昭和46年７月新潟県病院局告示第６号）の一部を次のように改正し、

令和４年10月28日から実施する。 

令和４年10月28日 

新潟県病院事業管理者  山 﨑  理 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

病院名 診療科目 病院名 診療科目 

（略） （略） 
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新潟県立がんセン

ター新潟病院 

内科、消化器内科、脳神経内

科、緩和ケア内科、外科、呼

吸器外科、消化器外科、乳腺

外科、整形外科、脳神経外科、

形成外科、頭頸部外科、精神

科、小児科、皮膚科、泌尿器

科、婦人科、眼科、リハビリ

テーション科、放射線診断科、

放射線治療科、歯科口腔外科、

麻酔科、病理診断科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県立がんセン

ター新潟病院 

内科、脳神経内科、緩和ケア

内科、外科、呼吸器外科、消

化器外科、乳腺外科、整形外

科、脳神経外科、形成外科、

頭頸部外科、精神科、小児科、

皮膚科、泌尿器科、婦人科、

眼科、リハビリテーション科、

放射線診断科、放射線治療科、

歯科口腔外科、麻酔科、病理

診断科 

（略） （略） 

 

 

 

     

監査委員公表 

監査の結果に基づく措置状況について 

令和３年度企業会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったの

で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定によりその内容を公表する。 

令和４年10月28日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 柄 沢 正 三 

新潟県監査委員 秋 山 三枝子 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 
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   企業会計 

部局名 監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

  
 

病院局 【本庁】 

過年度未収金について、決算日現在、

1,630件31,625,523円が未納となっていた。 

 未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

【妙高病院】 

 過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、71件1,214,731円が未納と

なっていた。 

 件数、金額とも増加しているので、具体

的な回収手法の見直しを行い、未納額の早

期収納に努めるとともに、発生予防対策に

ついても一層強化されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央病院】 

１ 過年度未収金（保険医療機関等向け医

療提供体制設備整備交付金を除く）につ

いて、決算日現在、2,936件59,093,937

円が未納となっていた。 

未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過年度未収金については、定期的な催告、住

所不明者に対する追跡調査の徹底などに努める

とともに、コンビニエンス・ストアに収納業務

を委託して、引き続き早期収納に努めてまいり

ます。 
 また、平成29年度から未収金管理回収業務を

委託している弁護士法人と連携を図りながら、

未収金の更なる縮減に努めてまいります。 
 
 

過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、

コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、

引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
 さらに、クレジットカードによる収納、退院

時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連

帯保証人への支払督促などにより、未収金の発

生予防に努めるとともに、平成29年度から未収

金管理回収業務を委託している弁護士法人と連

携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めて

まいります。 
 
 
１ 過年度未収金については、各セクションと

の連携強化を図り、外来受診時等の請求の強

化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不

明者に対する追跡調査の徹底などに努めると

ともに、コンビニエンス・ストアに収納業務

を委託することに加え、未収金徴収嘱託員を

配置しており、引き続き早期収納に努めてま

いります。 

  また、主に貧困、医療費の自己負担増など

の経済的な理由による未納であることから、

分割納入を促進するなど、確実な回収を図っ

てまいります。 
  さらに、クレジットカードによる収納、退

院時の即時請求、身元引受人への納入要請及

び連帯保証人への支払督促などにより、未収

金の発生予防に努めるとともに、平成29年度

から未収金管理回収業務を委託している弁護
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２ 職員が誤って診断書等を別の患者に交

付したものが５件、委託業務の職員が誤

って小児慢性特定疾病関連書類等を別の

患者に交付したものが２件、また、職員

が診療情報提供書を他者にFAX送信した

ものがあった。 

  令和２年度も病院職員及び委託業者の

職員の不注意による個人情報の流出事故

が発生しているにもかかわらず、令和３

年度においても同様の事故が発生した。 

  個人情報の取扱いに留意し、再発防止

の徹底に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【十日町病院】 

１ 過年度未収金（保険医療機関等向け医

療提供体制設備整備交付金を除く）につ

いて、決算日現在、877件20,407,944円が

未納となっていた。 

件数、金額とも増加しているので、具

体的な回収手法の見直しを行い、未納額

の早期収納に努めるとともに、発生予防

対策についても一層強化されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 患者１名の予約案内票を誤って他患者

に渡したものがあったほか、７件の個人

士法人と連携を図りながら、未収金の更なる

縮減に努めてまいります。 
 
２ 個人情報の取扱いの重要性について、病院

職員及び委託業者の職員ともども改めて徹底

を図っているところであり、引き続き再発防

止に努めてまいります。 

具体的には、病院職員については、次のと

おり再発防止を徹底しています。 

(1) 医療クラークについて、月１回のリーダ

ーミーティングで対応を確認する。 

(2) 医療クラーク全員に対し３カ月に１回程

度、メール配信で注意喚起を行う。 

(3) 看護師について、事故発生時に全員に周

知し注意喚起を行う。 

(4) 看護師には、１カ月を目途にチェックリ

ストによる確認を行う。 

(5) 患者に渡す書類を精査し、真に必要な書

類のみ交付する。 

(6) 紙で保存する患者用ファイルは１患者１

ファイルとすることを徹底する。 

また、委託業者の職員については、次のと

おり再発防止を徹底しています。 

(1) 毎朝始業前に患者確認方法の読上げを行

い対応を徹底する。 

(2) 月１回、決められた方法で患者確認を行

っていることをチェックリストに基づき検

証する。 

 

 

１ 過年度未収金については、各セクションと

の連携強化を図り、外来受診時等の請求の強

化、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不

明者に対する追跡調査の徹底などに努めると

ともに、コンビニエンス・ストアに収納業務

を委託して引き続き早期収納に努めてまいり

ます。 

また、主に貧困、医療費の自己負担増など

の経済的な理由による未納であることから、

分割納入を促進するなど、確実な回収を図っ

てまいります。 
さらに、クレジットカードによる収納、退

院時の即時請求、身元引受人への納入要請及

び連帯保証人への支払督促などにより、未収

金の発生予防に努めるとともに、平成 29 年度

から未収金管理回収業務を委託している弁護

士法人と連携を図りながら、未収金の更なる

縮減に努めてまいります。 
 
２ 書類交付時の本人確認、FAX送信時の複数人

確認等、同様の事案が発生しないよう、特に
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情報の流出に関する事案があった。 

個人情報の取扱いに留意し、再発防止

の徹底に努められたい。 

 

【精神医療センター】 

過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、282件9,749,240円が未納

となっていた。 

 未納額の早期収納に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【吉田病院】 

過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、663件14,418,915円が未納

となっていた。 

件数、金額とも増加しているので、具体

的な回収手法の見直しを行い、未納額の早

期収納に努めるとともに、発生予防対策に

ついても一層強化されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【がんセンター新潟病院】 

過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、1,180件29,900,664円が未

納となっていた。 

件数、金額とも増加しているので、具体

的な回収手法の見直しを行い、未納額の早

期収納に努めるとともに、発生予防対策に

ついても一層強化されたい。 

 

 

転入者や育休明けなどの職員に周知し再発防

止を図ってまいります。 

 
 
 

過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努め、引き続き早

期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
さらに、退院時の即時請求、身元引受人への

納入要請及び連帯保証人への支払督促などによ

り、未収金の発生予防に努めるとともに、平成

29 年度から未収金管理回収業務を委託している

弁護士法人と連携を図りながら、未収金の更な

る縮減に努めてまいります。 
 
 
過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、

コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、

引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
さらに、クレジットカードによる収納、退院

時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連

帯保証人への支払督促などにより、未収金の発

生予防に努めるとともに、平成 29 年度から未収

金管理回収業務を委託している弁護士法人と連

携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めて

まいります。 
 
 

過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、

コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、

引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
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【リウマチセンター】 

過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、40件1,199,993円が未納と

なっていた。 

金額が増加しているので、具体的な回収

手法の見直しを行い、未納額の早期収納に

努めるとともに、発生予防対策についても

一層強化されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【坂町病院】 

過年度未収金（保険医療機関等向け医療

提供体制設備整備交付金を除く）につい  

て、決算日現在、564件8,677,062円が未納

となっていた。 

金額が増加しているので、具体的な回収

手法の見直しを行い、未納額の早期収納に

努めるとともに、発生予防対策についても

一層強化されたい。 

さらに、クレジットカードによる収納、退院

時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連

帯保証人への支払督促などにより、未収金の発

生予防に努めるとともに、平成 29 年度から未収

金管理回収業務を委託している弁護士法人と連

携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めて

まいります。 
 
 

過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、

コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、

引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
さらに、クレジットカードによる収納、退院

時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連

帯保証人への支払督促などにより、未収金の発

生予防に努めるとともに、平成 29 年度から未収

金管理回収業務を委託している弁護士法人と連

携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めて

まいります。 
 
 

過年度未収金については、各セクションとの

連携強化を図り、外来受診時等の請求の強化、

定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に

対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、

コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して

引き続き早期収納に努めてまいります。 
また、主に貧困、医療費の自己負担増などの

経済的な理由による未納であることから、分割

納入を促進するなど、確実な回収を図ってまい

ります。 
さらに、クレジットカードによる収納、退院

時の即時請求、身元引受人への納入要請及び連

帯保証人への支払督促などにより、未収金の発

生予防に努めるとともに、平成 29 年度から未収

金管理回収業務を委託している弁護士法人と連

携を図りながら、未収金の更なる縮減に努めて

まいります。 
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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１

項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり公表する。 

令和４年10月28日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 柄 沢 正 三 

新潟県監査委員 秋 山 三枝子 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 

１ 監査の対象 

 地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第２項に 

規定する事務の執行（以下「財務事務の執行等」という｡)を対象として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

  監査委員による監査は、財務事務の執行等が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう 

にし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

  財務事務の執行等について、新潟県監査基準に基づき、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確 

認するなどの方法により監査を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

４ 監査の結果 

  財務事務の執行等について、上記のとおり監査した限りにおいて、監査対象所属ごとの監査結果は、次のと 

おりである。 
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普通会計
（県民生活・環境部）

対象年度 対象期間

令和４年７月29日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（農林水産部）

対象年度 対象期間

令和４年７月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（土木部）

対象年度 対象期間

令和４年６月９日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（新発田地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月７日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（新潟地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月５日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月24日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年７月６日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

農産園芸課 　適正と認めた。

文化振興課 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

流域下水道事務所 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉環境部

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

（指摘事項）
１　生活保護費徴収金収入（生活保護法第78
　条）について、決算日現在、過年度調定分
　43件1,107,824円が未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

２　子ども家庭費負担金収入について、決算
　日現在、過年度調定分235件2,606,500円が
　未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

地域整備部 （指摘事項）
　急傾斜地崩壊対策工を実施するために取得
した県有地の斜面からの落石による建物損傷
事故が発生し、相手方に1,901,460円の損害
賠償をしたものがあった。
　施設の管理に万全を期されたい。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項
　法令事務手続きに関する事項

巻農業振興部 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

新潟港湾事務所 （注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　負担金の交付に関する事項
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（三条地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年７月22日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（長岡地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年６月24日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年８月１日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月21日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年７月26日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（上越地域振興局）

対象年度 対象期間

令和４年６月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月28日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月14日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

令和４年６月30日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

（教育庁）

対象年度 対象期間

令和４年７月29日 令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年３月31日まで

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

農業振興部 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

地域整備部　小千谷維持
管理事務所

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項
　法令事務手続きに関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　交通事故に関する事項

地域整備部 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項

地域整備部　与板維持管
理事務所

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　交通事故に関する事項

妙高砂防事務所 　適正と認めた。

直江津港湾事務所 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項
　物品に係る帳簿及び書類等に関する事項

企画振興部 　適正と認めた。

健康福祉環境部 （指摘事項）
　子ども家庭費負担金収入について、決算日
現在、過年度調定分496件6,200,524円が未納
となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、具体的
な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収
納に努められたい。

文化行政課 　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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雑   報 

一般競争入札の実施について（公告） 

公立大学法人新潟県立看護大学会計規則第17条第１項の規定により、マイクロソフト教育機関向けライセンス

の調達について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和４年10月28日 

公立大学法人新潟県立看護大学 理事長  小泉 美佐子 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達案件の名称及び数量 

公立大学法人新潟県立看護大学 マイクロソフト教育機関向けライセンスの調達 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

 入札説明書による。 

(3) 契約期間 

  令和４年12月１日から令和５年11月30日まで 

(4) 納入場所 

 公立大学法人新潟県立看護大学（新潟県上越市新南町240番地） 

２ 入札説明書の交付等 

(1) 交付場所 

新潟県立看護大学総務課庶務係（新潟県上越市新南町240番地） 

なお、上記の場所で交付するほか、新潟県立看護大学ホームページでも公開する。 

(2) 問い合わせ方法 

入札説明書による。 

３ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時 令和４年11月14日（月） 午前10時 

(2) 場所 新潟県上越市新南町240番地 

公立大学法人新潟県立看護大学 １階 第１会議室 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

本件入札に参加する者は、一の個人又は法人であって、次に掲げる要件のすべてを満たしている者でなけれ

ばならない。 

(1) 公立大学法人新潟県立看護大学契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規程」という｡)第２条及び第３条

の規定に該当しない者であること。 

(2) 国又は地方公共団体から指名停止措置を現に受けていないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(4) 過去、本学にソフトウェアライセンスの納入実績のある者、又は公立大学法人、国立大学法人、他の地方

公共団体若しくは国との間に、本入札と同等以上のソフトウェアライセンスの納入を、本入札より５年以内

に２件以上、誠実に履行を完了した実績を有していること。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(6) 後記５に定めるところにより、競争入札参加申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有することに

ついて公立大学法人新潟県立看護大学理事長から確認を受けている者であること。 

５ 競争入札参加申請書等の提出 

本件入札に参加することを希望する者は、入札説明書に定めるところにより競争入札参加申請書等を提出し、

公立大学法人新潟県立看護大学理事長から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。 

この場合において、入札説明書に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認め

られなかった者は、入札に参加することができない。 

(1) 競争入札参加申請書等の提出 

ア 提出期限  令和４年11月７日（月） 午後５時15分まで 

イ 提出場所  新潟県上越市新南町240番地 公立大学法人新潟県立看護大学総務課庶務係 

ウ 提出方法  本人（法人にあっては代表権限を有する者。以下同じ｡)又は代理人の持参又は郵送とする｡ 
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（郵送の場合は、書留に限る｡)  

(2) 参加資格の確認結果の通知 

本件入札に係る参加資格の確認結果については、上記書類提出者に対して令和４年11月９日（水）午後５

時までにそれぞれ書面で通知する。 

６ 入札手続等 

(1) 入札の方法 

入札は、次のいずれかの方法によること。 

ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書を持参すること。ただし、代理人が持参する場合は、

委任状を持参すること。 

イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、３(2)に定める場所をあて先とした配達証明付きの書留郵便（封

筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に１(1)の調達案件の名称及び３(1)に定め

る入札執行日時を記載したものに限る｡)をもって、３(1)に定める入札執行日の前日の午後５時15分までに

到着するよう郵送すること。 

(2) 入札書の名義人 

本人（入札書を入札執行時に持参する場合は、本人又は代理人）に限る。 

(3) 入札書の記載 

ア 使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く｡)及び日本国通貨とする。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4) 落札者の決定 

入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち最低の価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とする。その他は、入札説明書による。 

７ 入札の無効 

次に掲げる入札のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者及び競争入札参加申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者

がした入札 

(2) 入札に参加する条件に違反した入札 

(3) 契約事務取扱規程第16条第１項各号に掲げる入札 

(4) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められる入札 

８ 入札保証金 

免除する 

９ 契約保証金 

契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、契約事務取扱規程第42条第１号及び第３号

に該当する場合は、免除する。なお、複数の方法による保証は認めない。 

10 その他 

(1) 競争入札参加申請書等の取扱い  

ア 競争入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

イ 提出された競争入札参加申請書等は、申請者に無断で使用しない。 

ウ 提出された競争入札参加申請書等は、返還しない。 

(2) その他 

ア 契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語（契約当事者に関する記載部分を除く｡)及び日本国

通貨とする。  

イ 本件に関し、苦情申立てがあったときは契約を停止し、又は解除することがある。  

ウ その他詳細は、入札説明書による。 

エ 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がない時は

契約を締結しない場合がある｡)  

オ この公告及び入札説明書に定めるもののほか、本件の入札及び契約の内容に関しては、契約事務取扱規

程その他公立大学法人新潟県立看護大学理事長の定める規程、日本国の関係法令の定めるところによる。 
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